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全国子ども会安全共済会

ネ ッ ト 加 入 の 手 引 き

その⑤

こんなときどうする

全国子ども安全共済会ネット加入マニュアルに対応 202６年４月作成
愛知県子ども会連絡協議会
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☆ 全子連へのお問い合わせ（ログイン前）

「子ども会ログイン」する前に、問い合わせたいとき

全子連ホームページの上部の「お問い合わせ」をクリック
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☆ 全子連へのお問い合わせ（ログイン前）

「お問い合わせフォーム」をクリック
3
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☆ 全子連へのお問い合わせ（ログイン前）

お問い合わせフォームに内容を入力して
「送信」

※全子連よりメールにて回答が来ます。

4

☆ 全子連へのお問い合わせ（ログイン後）

「子ども会ログイン」後に、問い合わせたいとき

全子連ホームページの上部の「お問い合わせ」をクリック
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☆ 全子連へのお問い合わせ（ログイン後）

お問い合わせフォームに内容を入力して「送信」

※全子連よりメールにて回答が来ます。

6

☆ 全子連へのお問い合わせ

フォームでのお問い合わせができない場合

全子連電話番号：03-5319-1741
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☆ 加入者編

8

☆ 登録から60日を過ぎた加入者情報（氏名や年齢）の変更について

①氏名の修正、年齢の訂正など

①備考欄に変更内容を入力。
②次年度においてデータ移行の
際に、名簿を修正する。

②次年度、データ引き継ぎ時に名簿を修
正する。
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☆ 登録から60日を過ぎた加入者の削除について

①備考欄に「未入金、削除」
と記載。

※掛金を支払い前の場合

①備考欄に「未入金、削除」と入力。
②お問い合わせより全子連へ連絡。
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☆ 登録から60日を過ぎた加入者の削除について

※掛金を支払い前の場合

②「お問い合わせ」
から全子連へ連絡。

①備考欄に「未入金、削除」と入力。
②お問い合わせより全子連へ連絡。

③全子連から受領メール着

④変更処理後、完了メール着
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☆ 登録から60日を過ぎた加入者の削除について

①備考欄に退会日
を入力

※掛金を支払い後の場合

①備考欄に「退会」と入力。
②次年度においてデータ移行の際に、名
簿から削除する。
（入金済みのため、リストに名前は残す）

②次年度、データ引き継ぎ時に該当者を名簿から削除する。

※共済会掛金が入金済みの場合、加入者が退会しても、返
金はありません。

12

☆ 転出・転入について

それぞれ処理が
異なります。

掛金を支払う前に、

引っ越して行った

掛金を支払った後に、

引っ越して行った

うちの地域から別の地域へ

引っ越して行った【転出】

別の地域からうちの地域に

引っ越して来た【転入】

県外・名古屋市から

引っ越して来た

県内（名古屋市を除く）
から引っ越して来た

転出元（前住んでい
た地域）で共済会に
加入していた

転出元（前住んでい
た地域）で共済会に
加入していなかった

転出元（前住んでい
た地域）で共済会に
加入していたか不明

A B C

D E F

【転出・転入フローチャート】
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☆ 転出について

①備考欄に「未入金、削除」と入力。
②お問い合わせより全子連へ連絡。

掛金を支払う前に、引っ越して行った

A

①備考欄に「未入金削除」
と記載。

14

掛金を支払う前に、引っ越して行った

A

☆ 転出について

②「お問い合わせ」
から全子連へ連絡。

①備考欄に「未入金、削除」と入力。
②お問い合わせより全子連へ連絡。

③全子連から受領メール着

④変更処理後、完了メール着
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☆ 転出について

①備考欄に入力

①転出される方の備考欄に、「○月○日付に
て○○県○○市町村に転出」と入力。
②次年度においてデータ移行の際に、名簿か
ら削除する。
（入金済みのため、リストに名前は残す）

掛金を支払った後に、引っ越して行った

B

16

☆ 転入について

①加入者名簿に追加登録。
②０６様式と掛金を市町村子連へ送付する。
※R7より変更

県外・名古屋市から引っ越して来た

C
①追加登録

②０６様式と掛金
を市町村子連へ
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☆ 転入について

①追加登録し、
備考欄に入力①加入者名簿に追加登録し、備考欄に、

「○月○日付にて○○市町村○○子ども
会より転入」と入力。
②お問い合わせより全子連へ連絡。

・県内（名古屋市を除く）から引っ越してきた

・転出元（前住んでいた地域）で共済会に

加入していた

D

18

☆ 転入について

①加入者名簿に追加登録し、備考欄に、
「○月○日付にて○○市町村○○子ども
会より転入」と入力。
②お問い合わせより全子連へ連絡。

・県内（名古屋市を除く）から引っ越してきた

・転出元（前住んでいた地域）で共済会に

加入していた

D

②「お問い合わせ」
より全子連へ連絡。

③全子連から受領メール着

④変更処理後、完了メール着
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☆ 転入について

・県内（名古屋市を除く）から引っ越してきた

・転出元（前住んでいた地域）で共済会に

加入していなかった

E

①加入者名簿に追加登録。
②０６様式と掛金を市町村子連へ送付する。

①追加登録

②０６様式と掛金
を市町村子連へ

20

☆ 転入について

・県内（名古屋市を除く）から引っ越してきた

・転出元（前住んでいた地域）で共済会に

加入していたか不明

F

市町村子連へ、加入の有無をお問い合わせください。
（お住まいの市町村以外からの転入の場合は、市町
村子連を通じ県子連へお問い合わせください。）
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☆ 転入について

単位子ども会

お問い合わせより全子連へ連絡

全子連

県子連へ転入処理があった旨、連絡

県子連

市町村子連へ転入処理があった旨、

連絡

ネット加入 書類加入

単位子ども会

０７様式より市町村子連へ連絡

市町村子連

０７様式より県子連へ連絡

県子連

受理

市町村子連

受理

転出元での加入状況を確認し、
市町村子連に事務対応を伝達
します。

22

☆ 年間行事編
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年間行事の修正・削除の注意点

6月1日以降は、年間行事の修正・削除ができなくなります。
➡間違えて登録した場合は、新規で登録を。

☆ 年間行事の修正・削除

1

６月１日を過ぎると、№部分が青色でなくなり、選択できなくなります。
また、 が消えてしまいます。

24

☆ 年間行事の修正・削除

1

対応：行事実施日の前日までに、「たなばた祭り」を新規で登録。
「たなぼた祭り」は、そのまま。来年度、データを移行する際に削除する。

例：「たなばた祭り」と登録するつもりが、間違えて「たなぼた祭り」と登録した。
6月1日以降に気づいたため、削除も変更もできない。
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☆ ６月１日以降の年間行事の修正・削除

※行事予定日の前日までに、正しい行事・活動名を登録してください。

※共済金請求時に、
事故が起きた行事・活動名が前日までに登録されているか、確認されます。
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